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現在、各地区の区長さんはじめ班長・組長さんのご協力により、各世帯に社協一般・特別会員としてのご加

入をお願いしています(会費額：一般会費1,000円以上、特別会費2,000円以上、いずれも年額)。地区未加入

の方にも社協窓口または銀行振込でのご加入をご案内しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会費は、成年後見制度に関する事業を行う福祉後見サポートセンターかみすの運営

や精神障害者の地域生活支援事業、発達障害児の療育に関わる保育士、幼稚園・小学

校教諭を対象とした研修会の開催等、学校・企業での福祉教育出前講座等、神栖市社

協が実施する各種福祉事業に使わせていただいております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ぜひ社協会員としてご加入いただき、神栖市の地域福祉向上にご参加ください。　　　　　　　　　　　　

地区に加入されている方

各地区を通じて会員を募集をしています。募集時期はお住まいの地区によって異なります。　　　　　　　

１年を通じて最寄りの社協窓口でご加入の受付をしておりますので、ご協力をお願いいたします。窓口へお

越しになれない場合は銀行振込によるご加入をご案内させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご加入窓口 神栖本所：神栖市保健･福祉会館 ２階 電話:0299-93-0294(担当:名雪)

波崎支所：神栖市はさき福祉センター 電話:0479-48-0294(担当:篠塚）

福祉教育には決まったカタチはありません。どのようなことを児童・生徒に伝えていきたいかという気持ち

に柔軟に対応していきます。各種体験では、上記で紹介したプログラムの他、車いすやアイマスク、手話体験

なども実施することができます。また、車いす等の体験機器の貸し出しも行っています。　　　　　　　　　　

福祉教育出前講座をご活用ください！プランづくりから体験実施、
振り返りまでをサポートします

高齢者疑似体験。様々な装具を付けて
高齢者の生活や体の変化について学
ぶことができました。　　　　　　　　　　　　

社協が実施する福祉教育出前講座は、児童が分かりやすく、楽しく福祉を学ぶために、高齢者や障害のある

方、ボランティア活動をされている方など、地域の皆さんにご協力をいただき、『心と体』で感じられる体験を

プランづくりから実施、振り返りまでサポートしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昨年度実施した波崎西小学校の取り組みを紹介します

点字体験。実際に点字を打ったり、読ん
だりして、その役割を学び、視覚障害の
理解を深めることができました。　　　　　

体験後の振り返り。活発に意見を出し
合い、相手の立場に立って考えること
の大切さに気づくことができました。　

５年生37名は、総合学習の時間で『やさしい街にしよう』をテーマに福祉教育に取り組み、高齢者疑似体

験、点字体験を通じて、高齢者や障害者の理解を深め、思いやりの気持ちが大切であることを学ぶことができま

した。体験後の振り返りでは「地域でみんなができること」についてグループに分かれて話し合い、児童からは

「お年寄りの方が困っていたら、声をかけてみる」「目の不自由な方がいたら、目的地まで一緒に歩く」といっ

た意見が出て、助け合うことの大切さに気づくことができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜相談から実施までの流れ＞

福祉教育の学習内容や進め方などについて迷われた時は、お気軽にご相談ください。　　　　　　　　　

「いつかは聞きたい！」が身近に気軽に聞ける勉強会

５月29日(火)
午後7時～午後8時

保健・福祉会館2階 研修室
参加費：無料

知っておきたい！

障害年金の受給要件と手続き

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受

け取ることができる年金です。眼や耳、手足などの障害だけでなく、精神疾患やがん、糖尿病などの病気で長期

療養が必要な場合なども支給の対象となることがあり、その対象は多岐にわたります。　　　

障害年金を受けるには、障害や傷病の程度が法令に定められた規定を満たしていることや、初診日に国民年金

もしくは厚生年金に加入していて、規定の納付要件を満たしている必要があります。また障害や疾病によって

は、その原因となった病気やケガで初めて受診した病院への確認が必要となることがあり、条件を満たすための

情報収集が困難なこともあります。　　　　　　　　　　　

今回の勉強会では、実際に障害年金を受けられる対象や、要件、申請手続きなど、市役所国保年金課の担当職

員の方から、制度の概要について学びます。障害や疾病等を理由に年金の申請を検討されている方（ご家族）は

もちろん、障害者の支援者や医療機関の相談員等、相談援助に関わるみなさまはぜひご参加ください。　　　　

第244回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ



開催！5月のわくわくサロン
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幸武ホーム

☆寄付金預託☆ 合計501,969円 たくさんの心あたたまる善意をありがとうございました

JAしおさい

波崎高校 家庭部 114円

ダイヤリックス㈱鹿島支社

日本トランスシティ㈱輸送課

㈱ウィズソル鹿島営業所

匿名5件

13,600円

大勝建設㈱

横瀬小学校

息栖小学校

ダイヤリックス㈱鹿島支社(未使用ハガキ)

神栖法律事務所弁護士安重洋介

浜野産業㈱

三国屋建設㈱

菅崎牛乳店

竹之内陽

JSR㈱鹿島工場

栗橋きみよ

灯譜美会三菱ケミカル㈱鹿島事業所

鹿島サンケン㈱

㈱鴨安商店

青木油脂工業㈱鹿島工場

☆物品預託☆

鹿島石油㈱鹿島製油所

関東グレーンターミナル㈱

檜山雅子

横瀬小学校

德増康弘

匿名2件

仲戸千恵子(タオル38本)

自彊術(米40㎏、醤油4本)

栗橋きみよ(タオル10本)

匿名2件

渡辺義文

息栖小学校

㈱ウィズソル鹿島営業所

太田新町行政区

271円

波崎ロータリークラブ 200,000円

高浜光丁 12,574円

JFE条鋼㈱鹿島製造所 250,000円

ダイヤリックス㈱鹿島支社

カーブス神栖( )

空飛ぶ車いすin神栖(車いす用ノーパンク

タイヤ14本)

匿名6件(紙オムツ12袋、漫画本229冊、

毛糸多数、アイマスク25枚、反物一反)3月26日(月)、JFE条鋼㈱鹿島製造所

様より250,000円(大判プリンター

一式)の寄付をいただきました。　　　

同製造所長中村宗二様(写真左)へ、

社協石田会長(写真右)から善意の証が

贈られました。

匿名1件灯譜美会

青木油脂工業㈱鹿島工場

菅崎牛乳店

テニスポート波崎スイミングクラブ

末松正好

長谷川泰之

(大判プリンター一式)

波崎高校 3年A組 6,435円

精神デイケアほのぼの 600円

社協波崎支所募金箱 2,040円

匿名 1,500円

匿名(未使用ハガキ) 5,400円

匿名(未使用ハガキ) 9,235円

匿名(未使用ハガキ) 200円 青木油脂工業㈱鹿島工場

鹿島石油㈱鹿島製油所

長谷川泰之

栗橋きみよ

匿名4件

石井栄子

德増康弘

檜山雅子(タオル23本)

駒形ふく(タオル94本)

高次脳機能障害を考える会
高次脳機能障害は、事故や病気などで脳に損傷を受けたことが原因で起こる言語や記憶機能等の障害です。

「注意力、集中力が乏しい」、「相手の気持ちを思いやることが苦手」などの障害がありますが、本人の特性

に合わせた関わりや支援を受けることで、安心した地域生活を送ることができます。　　　　　　　　　　　

“高次脳機能障害を考える会”は、６人ほどのメンバーが定期的に集まるセルフヘルプ

グループ です。本人との接し方や就労、自立などについて、意見や情報の交換を通じて、　　　　　　　　

障害への理解や関わり方のヒントを発見していく場となっています。当事者やそのご家族

などの参加をお待ちしておりますので、お気軽に問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆開催日時：5月は10日(木)、6月以降は毎月 に開催します。午前10時30分～正午

◆場 所 神栖市保健・福祉会館 ◆問 合 先：社協神栖本所 TEL0299-93-0294（担当：大久保）

『福祉後見サポートセンターかみす』

認知症や知的障害、精神障害等により生活上

の判断に不安のある方との契約にて、福祉サー

ビスの利用に関する相談や手続き、日常生活に

必要な支払い援助を社協の職員が行います。　

通帳や書類の預かりにも応じています。　　

(茨城県社協受託事業）　　　　　　　　　　

判断能力が十分でなくなった方（認知症や知的障害、

精神障害など）の権利を守る援助者となる成年後見人等

(成年後見人･保佐人･補助人)を家庭裁判所に選んでもら

い本人を法律的に支援する制度です。成年後見人等が、

家庭裁判所に定められた内容で、施設入所や入院等の契

約、年金手続きなど、本人に必要な支払いや、預貯金、

不動産、権利書などの財産管理・保管・処分などをしま

す。●費用：家庭裁判所が判断・決定します。　　　　

福祉後見サポートセンターかみすでは、知的障害者、精神障害者、認知症高齢者などの判断能力が不十分な

方々が、福祉サービスの利用手続きや生活に必要な支払いなどの支援により、暮らしを支える日常生活自立支援

事業（※１）に加え、成年後見制度（※２）利用のための相談支援と法人後見受任事業（※３）により、法人と

して成年後見人を受任して、本人に代わって契約手続きや財産管理を行っています。　　　　　　　　　　　　

●費用
・福祉サービス利用手続きや払い戻し支援

　　　　　　　　　　　：1時間あたり1,100円
・通帳等預かりサービス：1ヶ月あたり500円
・相談は無料です。

（※１） （※２）

にご相談下さい。

こんな時にご利用を！！（相談の一例）

（※３）

家庭裁判所から神栖市社協が成年後見人等に選任され

た場合、医療・介護等の契約や財産管理をします。　　

※神栖市社協の法人後見の対象は、神栖市内に居住し、

資力に乏しく、適切な成年後見人等が見つけられない

方などが対象です。　　　　　　　　　　　　　　　

※セルフヘルプグループとは･･･共通の悩みや問題を抱える人やその家族が、自主的に活動を行うグループです。気持ちや情

報を分かち合うことで、悩みをひとりで抱えている状態から抜け出すことを互いに支え合う活動をしています。

※

整形外科・内 科
精神科・心療内科

もの忘れ・認知症外来・児童精神

認知症リハビリテーション

各種メンタルケアのご相談

問合先：神栖市社協

福祉後見サポートセンターかみす

担当:名雪、荒井 TEL0299-93-0294


